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群馬県内水面漁場管理委員会指示の延長について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



漁業法 抜粋  

 （海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示）  

第百二十条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖

保護を図り、漁業権（第六十条第一項に規定する漁業権をいう。以下同じ。）又は入漁

権（同条第七項に規定する入漁権をいう。次条第一項において同じ。）の行使を適切に

し、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要が

あると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業

者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができ

る。  

2～12 略  

（内水面漁場管理委員会）  

第百七十一条 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存す

る内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県

（海区漁業調整委員会を置くものに限る。）で政令で定めるものにあつては、都道府県

知事は、当該都道府県に内水面漁場管理委員会を置かないことができる。  

２ 内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。  

３ 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動

植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。  

４ この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関し

ては、内水面漁場管理委員会が行う。ただし、第一項ただし書の規定により内水面漁

場管理委員会を置かない都道府県にあつては、当該都道府県の知事が指定する海区漁

業調整委員会が行う。  

 

 内水面漁場管理委員会は、遊漁者を含む関係者に対して、 

水産動植物の採捕等に関する指示をすることができる。 
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 令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号による持ち出し禁止指定水域一覧 

 

市町村 河川湖沼（地域） 指定年月日 

板倉町 

館林市 

高崎市 

館林市 

高崎市 

高崎市 

千代田町 

太田市 

太田市 

栃木県 

高崎市 

高崎市 

桐生市 

桐生市 

栃木県 

前橋市 

 

 

前橋市 

 

 

前橋市 

 

前橋市 

 

前橋市・伊勢崎市 

 

前橋市・伊勢崎市 

 

前橋市 

 

前橋市 

 

前橋市 

 

前橋市・伊勢崎市 

 

大泉町 

 

高崎市 

谷田川・谷田川導水路 

城沼・鶴生田川・鶴生田川導水路 

温井川 

多々良沼・多々良川 

鏑川（馬庭堰から烏川合流） 

（井野川支流）粕川 

利根川（烏川合流から下流） 

矢島放水路 

八瀬川 

矢場川  

井野川 

烏川（室田発電所堰堤から下流） 

桐生川（桐生川ダムから下流）  

赤岩用水 

渡良瀬川（太田頭首工から下流） 

用水路（白山沼（前橋市苗ヶ島町１８９

９－１）の排水流入部から東神沢川及び

金蔵院川合流まで） 

用水路（上大日沼（前橋市富田町１８３

９－１）の排水流入部から大泉坊川合流

まで） 

東神沢川（白山沼排水用水路流入部から

神沢川合流まで） 

金蔵院川（白山沼排水用水路流入部から

神沢川合流まで） 

神沢川（金蔵院川合流から荒砥川合流ま

で） 

荒砥川（神沢川合流から広瀬川合流まで） 

 

大泉坊川（上大日沼排水用水路流入部か

ら木船川合流まで） 

木船川（大泉坊川合流から桃ノ木川合流

まで） 

桃ノ木川（木船川合流から広瀬川合流ま

で） 

広瀬川（桃ノ木川合流から利根川合流ま

で） 

常光寺用水（邑楽郡大泉町内に限る。） 

 

榛名湖 

 平成１６年 ５月１４日 

 平成１６年  ５月１９日 

 平成１６年  ５月２４日 

 平成１６年  ６月 ４日 

 平成１６年  ６月１１日 

 平成１６年  ６月１１日 

 平成１６年  ６月２１日 

 平成１６年  ６月２１日 

 平成１６年  ７月 １日 

 平成１６年  ７月３０日 

 平成１６年  ７月３０日 

 平成１６年  ８月 ２日 

 平成１６年  ８月 ２日 

 平成１６年  ８月３１日 

 平成１６年１０月  ６日 

 平成１９年１２月２１日 

 

 

 平成１９年１２月２１日 

 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成１９年１２月２１日 

  

 平成２０年１０月２２日 

 

 平成２５年 ８月２６日 
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内水面漁場管理委員会指示による 

コイの持ち出し禁止水域等概略図 

 

四万川

吾妻川

片品川

利根川

榛名湖

井野川
烏川

碓氷川

鏑川

神流川

温井川
利根川

八瀬川

矢島放水路

谷田川・谷田川導水路

城沼・鶴生田川

桐生川

渡良瀬川

矢場川

多々良沼・多々良川

桐生川ダム

太田頭首工

室田発電所

馬庭堰

粕
川

広
瀬
川

大
泉
坊
川

東
神
沢
川神

沢
川

：持ち出し禁止水域
：主な移植禁止水域
（未記載の支流等あり）
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公示（案） 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示１号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和６年群馬県内水面漁場管理委員

会指示第１号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年〇月〇日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

  

２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示２号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和６年群馬県内水面漁場管理委員

会指示第２号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年〇月〇日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 

 ２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示３号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和６年群馬県内水面漁場管理委員

会指示第３号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年〇月〇日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 

 ２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 
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群馬県内水面漁場管理委員会指示 新旧対照表 

変 更 案 現 行 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、漁業法第六十七条第一項の規定等による指示（平成１６年群馬県内水

面漁場管理委員会指示第２号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 区画漁業権漁場以外の公共用水面及びこれと連接一体を成す

水面において、コイヘルペスウイルス病が発生し、又は発生している疑いが

あると認められた場合は、当該水域においては、内水面漁場管理委員会が承

認した場合、疾病検査の場合及び焼却、埋却等処分する場合を除き、コイを

持ち出してはならない。 

  この場合、知事は当該水域の範囲について速やかに公表するものとする。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第２号 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、漁業法第六十七条第一項の規定等による指示（平成１６年群馬県内水

面漁場管理委員会指示第３号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、漁業法第六十七条第一項の規定等による指示（平成１６年群馬県内水

面漁場管理委員会指示第２号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 区画漁業権漁場以外の公共用水面及びこれと連接一体を成す

水面において、コイヘルペスウイルス病が発生し、又は発生している疑いが

あると認められた場合は、当該水域においては、内水面漁場管理委員会が承

認した場合、疾病検査の場合及び焼却、埋却等処分する場合を除き、コイを

持ち出してはならない。 

  この場合、知事は当該水域の範囲について速やかに公表するものとする。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第２号 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、漁業法第六十七条第一項の規定等による指示（平成１６年群馬県内水

面漁場管理委員会指示第３号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 - 10 -



 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において次のこと

をしてはならない。 

 (1) 採捕したコイを移植すること。 

 (2) 生死を問わず、コイを投棄すること。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第３号 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、水産動物の保護に係る指示（平成１８年群馬県内水面漁場管理委員会

指示第３号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 コクチバスを採捕した者は、採捕した河川、湖沼及びその連続

する水域にこれを再び放してはならない。ただし、公的な機関が試験研究に

供する場合は、この限りでない。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和１０年３月３１日まで 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において次のこと

をしてはならない。 

 (1) 採捕したコイを移植すること。 

 (2) 生死を問わず、コイを投棄すること。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第３号 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定により、次のとおり指示し、交付の日から施行する。 

 なお、水産動物の保護に係る指示（平成１８年群馬県内水面漁場管理委員会

指示第３号）は、令和４年２月２８日限り廃止する。 

  令和４年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉  

１ 指示内容 コクチバスを採捕した者は、採捕した河川、湖沼及びその連続

する水域にこれを再び放してはならない。ただし、公的な機関が試験研究に

供する場合は、この限りでない。 

２ 期間 令和４年３月１日から令和８年３月３１日まで 
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